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（評価書の要旨） 

テーマ名 総合評価方式の総点検 
～価格及び品質が総合的に優れた工事の契

約の実現にむけて～ 

担当課 
（担当課長名）

大臣官房技術調査課 
（課長 前川秀和） 

評価の目的、

必要性 
平成 17 年４月に『公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下、品確法）』が施行

されたことを踏まえ、総合評価方式のより一層の活用促進を図るため、平成 17 年９

月には「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン」を定めたほか、高

度技術提案型・簡易型総合評価方式を導入し、その拡大を図ってきたところである。

その結果、国土交通省直轄工事においては、飛躍的に総合評価方式の適用件数が拡大

し、平成 19 年度には金額ベースで 99％以上の実施率となるまでに至っている。一方、

本質的な課題設定がなされているか、過度な技術提案が行われているのではないか、

恣意的な評価を行っているのではないか、受発注者への負担が大きいのではないか等

の課題も指摘されてきており、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約の実現に向

け、今後の総合評価方式のより効率的・効果的な運用に向け検討を行う必要がある。

対象政策 国土交通省直轄工事における総合評価方式の具体的運用方策 
政策の目的 価格及び品質が総合的に優れた内容の契約の実現による不良不適格業者の排除、施工

の効率化、談合が行われにくい環境の整備。 

評価の視点 ①総合評価方式を導入することにより、工事目的物の品質向上にどのような効果があ

るかを検証。 
②総合評価方式の実施にあたって各段階で課題とされている「具体的な運用方法」、

「公正性・透明性の確保」、「手続きの負担」について個別に評価。 
評価手法 ①工事の品質向上に対する効果について 

工事事故の発生率及び工事成績評定を比較するとともに、受発注者に対するアンケ

ートによる受発注者の評価を分析。また、「公共工事の施工体制に関する全国一斉

点検」により、施工体制確認型総合評価方式の効果について分析。 
②「具体的な運用方法」、「公正性・透明性の確保」、「手続きの負担」について受発注

者に対するアンケートにより、受発注者の評価を分析。 
評価結果 【工事の品質向上に対する効果について】 

・価格競争より総合評価方式で発注した工事のほうが工事事故の発生率が低い（価格

競争 7.0％、総合評価 1.9％）。 
・価格競争より総合評価方式で発注した工事のほうが工事成績評定の平均点が高い

（価格競争 74.0 点、総合評価 78.5 点）。 
・技術評価点の得点率が高いほど、工事成績評定の平均点が高い傾向が見られる。 
・施工体制確認型総合評価方式を適用した工事については、「建設業法」および「公

共工事の入札及び契約の適性化の促進に関する法律」に定められた事項のうち、改

善すべき事項のあった工事の割合は約 29％、その他の工事の場合は約 36％と、7
ポイント程度優位であることが確認された。 

・受発注者へのアンケート結果によれば、総合評価方式の導入により、不良工事の減

少、技術力を反映した競争の促進や企業技術者の技術力向上等の発現が認められて

いる（期待されている）。 
【具体的な運用方法等について】 
①具体的な運用方法  
・受発注者双方とも、技術提案の審査及びダンピング対策に係る事項に対して、約半



数が問題認識をもっている。具体的には、受発注者双方から、評価結果のばらつき、

技術提案の課題設定に関する意見があった。 
・発注者側より受注者側に高い問題認識のある項目として技術提案と予定価格のバラ

ンス（過度な技術提案、オーバースペック）があげられる。 
②公正性・透明性の確保  
・公平性・透明性の担保について、発注者側は効果が既に発現していると認識してい

るが、受注者側は更なる「評価結果の公表」が重要と考えている。 
③手続きの負担 
・発注者側の９割以上が手続きに伴う時間・事務負担に係る事項を重要と考えている。

・受注者側は技術提案の作成費用に係る事項について重要と考えている割合が発注者

側に比べて高い。 
 ⇒上記をふまえ、「課題①技術提案の課題設定」「課題②技術提案の評価」「課題③

手続きに要する負担（発注者側）」「課題④技術提案作成に係る負担（受注者側）」

「課題⑤評価結果の公表」の５点について改善策を検討する必要。 
政策への反映

の方向 
改善策① 工事特性に応じた課題設定 
・工事特性に応じた課題設定を行うため、課題設定にあたっての参考資料として「総

合評価方式における課題設定・評価の考え方」を作成した。 
改善策② 過度な技術提案の防止 
・過度な技術提案を防止するため、以下の対応策を整理。 
①過度な技術提案を助長させないよう評価の上限値の明示 
②改善効果が低い評価項目や不確実性の高い評価項目は提案課題としない 
③コスト負担を要する技術提案は標準案として予定価格に反映 等 

改善策③ 手続きの簡素化 
・標準型のうち、技術提案を求める項目の数が少なく、かつ、その難易度が低い工事

については、簡易型と同程度の手続き期間に短縮した。 
・簡易型のうち、比較的小規模で、施工計画の工夫の余地が少なく、これまでに施工

した同種・類似工事の実績で施工の確実性を十分評価できる工事について、施工計

画の提案・ヒアリングを実績評価で代替する方式を適用。 
改善策④ 情報共有の促進 
・技術提案作成に係る応札者側の負担軽減のため、特に負担の大きな工事（政府調達

協定対象工事、高度技術提案型等）において工事関連データを提供する。 
改善策⑤ 透明性の向上 
・技術提案の評価に関する透明性をより一層高めるため、技術提案（課題別）、施工

体制、その他のそれぞれの加算点を公表する。 
・技術提案として提出された内容のうち、不採用（実施してはならない）となった事

項を入札前に通知。 

第三者の知見

活用 
・既存の委員会である「公共工事における総合評価方式活用検討委員会（委員長：東

京大学小澤一雅教授）」を活用して検討。（検討委員会の構成員、議事概要等は国土

交通省ホームページに掲載）。 
・評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事録及び配布資料は国土

交通省ホームページに掲載） 
実施時期 平成１９年度～平成２０年度 
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Ⅰ．政策評価の目的、視点等 
 
１ 評価の目的、必要性 
 
国土交通省においては、入札の競争参加者に技術提案を求め、これらと価格を総合的に評価して落札

者を決定する「総合評価方式」を平成 11 年度より試行してきたが、平成 17 年４月に『公共工事の品質

確保の促進に関する法律（以下、品確法という。）』が施行されたことを踏まえ、総合評価方式のより一

層の活用促進に努めてきた。具体的には、平成 17 年９月には「国土交通省直轄工事における品質確保

促進ガイドライン」を定めたほか、同年 10 月には簡易型総合評価方式を、平成 18 年４月には高度技術

提案型総合評価方式の具体的手続を定めてきた。その結果、国土交通省直轄工事においては、平成 18

年度以降、飛躍的に総合評価方式の適用件数が拡大し、平成 19 年度には金額ベースで 99％以上の実施

率となるまでに至っている。 

一方、本質的な課題設定がなされているか、過度な技術提案が行われているのではないか、恣意的な

評価を行っているのではないか、受発注者への負担が大きいのではないか等の課題も指摘されてきてお

り、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約の実現に向け、今後の総合評価方式のより効率的・効果

的な運用に向け検討を行う必要がある。 

 
 

２ 評価の対象 
 
 国土交通省直轄工事における総合評価方式の具体的運用方策。 

 
 
３ 評価の視点 
 
 主として以下の視点から評価を行う。 

①総合評価方式を導入することにより、工事目的物の品質向上にどのような効果があるかを検証。 

②総合評価方式の実施にあたって各段階で課題とされている「具体的な運用方法」、「公正性・透明性

の確保」、「手続きの負担」について個別に評価。 

 
 

４ 評価の手法 
 
 これまでの総合評価方式の具体的な実施状況についてまとめるとともに、その効果については工事成

績評定等の工事の品質確保の状況を示す指標より評価を行う。また、具体的な運用方法等について受発

注者に対するアンケート（平成 20 年 10～11 月実施）及びヒアリング調査（平成 21 年 1～2月実施）の

結果を活用する。 
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５ 実施体制 
 
 本政策レビューを行うにあたり、既存の委員会である「公共工事における総合評価方式活用検討委員

会」を活用して検討を実施した。 

 

公共工事における総合評価方式活用検討委員会 委員名簿（H21.3 現在：外部委員（敬称略）） 

 

委員長  小澤 一雅  東京大学大学院工学系研究科 教授 

    委 員  大森 文彦  東洋大学法学部企業法学科 教授 

    委 員    小林 康昭  足利工業大学工学部都市環境工学科 教授 

    委 員    福田 昌史  高知工科大学 客員教授 

    委 員    渡邊 法美  高知工科大学フロンティア工学教室 教授 

  委 員  村田 曄昭  （社）日本土木工業協会 公共工事委員長（鹿島建設㈱専務執行役員） 

    委 員  本間 達郎  （社）全国建設業協会 理事 

   委 員  谷村 隆三  （社）全国建設業協会 理事 

 

 

 

また、政策評価の制度設計、運営状況等について専門的・中立的観点で意見を頂くため、学識経験者

等からなる「国土交通省政策評価会」を設置しており、本政策レビューにおいても昨年 11 月の政策評

価会において政策レビューの経過報告を行い、委員の有識者から助言を頂いた。 

 

国土交通省政策評価会 委員名簿（H21.3 現在（敬称略）） 

 

石田 東生   筑波大学大学院システム情報工学研究科教授   

上山 信一   慶應義塾大学総合政策学部教授  

金本 良嗣   東京大学大学院経済学研究科教授  

工藤 裕子   中央大学法学部教授  

田辺 国昭   東京大学大学院法学政治学研究科教授  

松田 美幸   学校法人麻生塾 法人本部 ディレクター  

森田 祐司   監査法人ト－マツ パートナー（公認会計士）  

山本 清   国立大学財務・経営センター研究部教授 
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Ⅱ．制度の概要 

 

１ 公共工事の品質確保の促進に関する法律の概要 

 

公共工事は、調達時点で品質を確認できる物品購入とは異なり、入札で落札者となった施工者の技術

力によって品質が左右されるため、発注者は個々の工事の内容に応じて、適切な技術力を有する企業を

施工者として選定するとともに、適切な監督・検査を実施することで、より公共工事の品質を確保する

必要がある。このような背景をふまえ、品確法は公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の

責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公

共工事の品質確保を促進することを目的に、議員立法として平成 17 年３月 31 日に公布、翌４月１日よ

り施行された。 

品確法においては、まず、基本理念として、公共工事の品質は、①現在・将来の国民のため、国、地

方公共団体、発注者、受注者がそれぞれの役割を果たすこと、②経済性に配慮しつつ、価格と品質が総

合的に優れた内容の契約がなされること、③より適切な技術又は工夫がなされることによって、確保さ

れなければならないとされている。 

また、公共事業の品質確保に当たっては、④受注者としての適格性を有しない建設業者の排除など入

札・契約の適正化、⑤民間事業者の能力の活用、⑥発注者と受注者の対等な立場での合意による公正な

契約の締結、その誠実な履行等に配慮することも掲げられている。 

この基本理念に基づき、各条文において、基本方針の策定（第８条）、競争参加者の技術的能力の審

査（第 11 条）、競争参加者の技術提案（第 12 条）、技術提案の改善（第 13 条）、高度な技術等を含む技

術提案を求めた場合の予定価格（第 14 条）などが規定されており、公共工事の調達は、これまで行っ

てきた価格のみの競争による調達から、価格と品質を総合的に評価する調達へと大きく転換されること

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 公共工事の品質確保の促進に関する法律の概念図 

『公共工事の品質確保の促進に関する法律』
１．公共工事の品質確保に関す
る基本理念および発注者の責

務の明確化

２． 『価格のみ競争』から
『価格と品質で総合的に
優れた調達』への転換

３．発注者をサポートする
仕組みの明確化

公共工事の品質は、価格及び品質
が総合的に優れた内容の契約がな
されることにより確保されなければ
ならないことを明記

（第３条第２項）

・工事の経験等、技術的能力に
関する事項を審査（第１１条）

・技術提案を求める入札（第１２条）
・技術提案についての改善が可能
（第１３条）

・技術提案の審査の結果を踏まえた
予定価格作成（第１４条）

外部支援の活用による発注者
支援（第１５条）

不良・不適格業者の参入

発注者の能力差

厳しい財政状況

品質低下の懸念

独禁法改正の動き民間技術力の向上

欧米の先行事例 談合
ダンピングの増加

政府政府の策定する「基本方針」（第８条）の策定する「基本方針」（第８条）にに基づき基づき、各発注者は、各発注者は必要な措置を講ずる（第必要な措置を講ずる（第９９条）条）

(H17.3.31公布)
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 なお、品確法における「公共工事」の定義は、「公共工事の入札及び契約の適性化の促進に関する法

律（平成 12 年 11 月 27 日公布）（以下、入札契約適正化法という。）」第２条第２項に規定する公共工事

である「国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事」であるが、公共工事に関する調査・設

計についても、品確法第３条第７項に「その品質が確保されるようにしなければならない」とされると

ともに、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について（平

成 17 年８月 26 日閣議決定）」（以下、基本方針という。）で「その品質確保は公共工事の品質を確保す

るために必要であり、かつ、建設段階及び維持管理段階を通じた総合的なコストの縮減と品質向上に寄

与する」とされており、調査・設計業務も品確法の対象に含まれている。 

 しかしながら、調査・設計業務の総合評価方式は本格導入がなされたばかり（平成 20 年５月２日付

けで財務省との包括協議が成立）であることから、本政策レビューにおいては、国土交通省直轄工事に

おける総合評価方式の具体的な運用方策を対象としている。 
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２ 総合評価方式の概要 

 

（１）総合評価方式の位置づけ 

 

 総合評価方式とは、工期、機能、安全性などの価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を

決定する方式であり、応札価格の最も低いものと契約を行う価格競争方式と対をなす落札者決定方式で

あり、品確法第３条第２項に対応するものである。 

 

  参考：品確法第３条第２項 

   公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、

その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なる

こと等の特性を有することにかんがみ、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮

し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければな

らない。 

 

 

なお、会計法で定めている一般競争入札とは、「公告により不特定多数の者を誘引し申込みをさせる

方法によって競争を行わせ」る方式であり、指名競争入札と対をなす入札方式である。（ただし、国土

交通省直轄工事においては、ほぼ全てを一般競争入札＋総合評価方式で実施。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 入札契約手続きの中での総合評価方式の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

価格競争

価格のみ

価格競争

価格のみ

総合評価

価格と

品質（技術力）

総合評価

価格と

品質（技術力）

一般競争入札

指名競争入札

競争参加
資格審査

入札・契約
（工事ごと）

（２年に１度）

建
設
業
許
可
取
得

建
設
業
許
可
取
得

入

札

公

告

入

札

公

告

企
業
の
格
付
け
（有
資
格
者
名
簿
）

企
業
の
格
付
け
（有
資
格
者
名
簿
）

入
札
参
加
資
格
確
認

入
札
参
加
資
格
確
認

指名通知指名通知

入

札

入

札

契

約

契

約

工期、機能、安全性などの価格以外の要素と価格とを
総合的に評価して落札者を決定する方式
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（２）総合評価方式の概要 

 

 ・総合評価方式の仕組み 

   予定価格の範囲内で評価値が最も高い者を落札者とする方式のことであり、国土交通省では除算

方式を基本としており、以下の算出式に則り評価値を求める。 

   除算方式 

   評価値＝（技術評価点）／（入札価格）＝（標準点＋加算点）／（入札価格） 

 

 

   具体的には、評価値は縦軸に技術評価点、横

軸を入札価格とした際の傾きを示すこととなり、

例えば図３においては、価格競争の場合はＡ社

が落札候補者となるが、総合評価方式を適用し

た場合はＢ社が落札候補者となる。（Ｄ社、Ｅ社

は予定価格を超過しており、評価値が高くとも

落札者とならない） 

 

 

 

   なお、総合評価方式は加算方式もあり（具体的な算定式は下記のとおり）、国土交通省直轄工事

においてはこれまでに 20 件の契約実績がある。（αは 0.5～3 の範囲で工事ごとに設定） 

   加算方式 

    評価値＝（価格評価点）＋α×（技術評価点） 

価格

技
術
評
価
点

予定
価格評価値

落札者

標準点
(100点)

150点（110～200点）

加算点

図３ 除算方式のイメージ 入札価格 

Ａ社 

Ｂ社 Ｃ社 

Ｄ社 

Ｅ社 
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 ・手続きフロー 

基本的な手続きは価格競争とほとんど変わらないが、異なる点としては、 
① 入札公告・入札説明書において、技術提案を求める内容・技術提案の評価の方法を明示 
② 予め示した評価方法に基づき提出された技術提案を審査 

の２点である。また、これらを実施するにあたって、第３者機関の意見聴取を行っている。 
 例示として、総合評価方式（標準型）の手続きフローを示す。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４ 標準型の入札・契約手続フロー 

 

 

は必要に応じて実施 

公告後速
やかに 

10～20 日 

25～30 日 

6 日(注 2) 

標準的 
日数 

25～30 日 

43～58 日 

35～50 日 

累計 
日数 

技術提案の改
善を求める、
又は改善を提
案する機会を
与える場合 

資料作成説明会 

入  札 

入札公告 

入札説明書の交付 

ヒアリング 

技術提案の評価 

落札者の決定 

競争参加資格がないと 
認めた理由の説明要求 

入札説明書に対する質問書
の提出期限 

質問書に対する回答期限 

理由の説明要求に係る回答

改善された技術提案の提出 

技術提案の改善 

技術的能力の審査 
（競争参加資格の確認）

競争参加資格確認結果の通知 

技術提案の審査 

申請書及び資料の提出(注 1) 

入札説明書に対する 
質問書の提出 

（注 1）申請書及び資料とは、競争参加資格確認申請書及び技術資料のことであり、技術
資料とは、技術的能力の審査に要する資料及び技術提案をいう。 

（注 2）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 
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 ・技術提案の項目 

  技術提案の項目については、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン（公

共工事発注官庁申し合わせ）」に例示として「総合的なコストに関する事項」、「工事目的物の性能・

機能に関する事項」、「社会適用性に関する事項」と示されているが、具体例については表５のとおり

である。 

 

表５ 施工上の技術的課題の例 
施工上の技術的課題 備考 

□供用中にエネルギーを消費する施設で、消費量の

削減によりライフサイクルコストが削減される。

機械設備の燃料消費量

の削減 
ラ イ フ サ

イ ク ル コ

スト 
□維持管理が困難な構造物で、長寿命化によりライ

フサイクルコストが削減される。 
橋梁等の塗装 

総合的な

コスト 

補償 
□補償を要する工事で工期の短縮が補償費の削減

につながる。 

水利権、漁協権等の補償

期間の短縮 

□自動車専用道や交通量の多い道路等で、走行性

（平坦性、視認性等）が求められる。 
道路舗装 

□低騒音・低振動化により、住民満足度が向上する

設備。 
設備の騒音、振動 

□材料やコンクリートの特別な品質管理・出来形管

理が求められる。 
コンクリート構造物等 

工事目的

物 の 性

能・機能 

性能・機能 

□施工数量により、設備の機能・性能が向上する。 利水容量等の確保 

□鉄道営業線があり、施工に配慮を要する。  

□架空線があり、施工に配慮を要する。  

□地下埋設物があり、施工に配慮を要する。  

□民家があり、施工に配慮を要する。 騒音、振動、粉塵 
近接施工 

□病院・学校等の重要施設があり、施工に配慮を要

する。 
騒音、振動、粉塵 

□施工にあたり交通規制が伴う。  

現道作業 □施工にあたり、歩行者の安全対策に配慮を要す

る。 
 

□水質汚濁防止の対策が必要。  
水質汚濁 

□地下水遮断の対策が必要。  

騒音・振動 □施工にあたり、騒音・振動対策が必要。  

大気汚染 □施工にあたり、大気汚染対策が必要。  

臭気 □施工にあたり、臭気対策が必要。  

地盤沈下 □施工にあたり、地盤沈下対策が必要。  

揮 発 性 有

機化合物 

□施工にあたり、ホルムアルデヒド等の揮発性有機

化合物の対策が必要。 
 

社会的 

 要請 

環境 □自然保護区域内や希少動植物への配慮が必要。 
騒音、振動、粉塵、自然

改変面積 

 
 

 

 

 

 

 

 



 10

（３）総合評価方式の変遷 

 

 我が国の公共工事においては、建設省（現国土交通省）が平成 10 年 11 月に掲示した「今井１号橋撤

去工事」において最初の総合評価方式を適用した。また、平成 12 年３月には大蔵大臣（現財務大臣）

との包括協議が整い、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」（以下「標準ガ

イド」という。）に準ずることにより、工事案件毎の個別協議が不要となったため、事務手続きに係る

時間が軽減された。 

「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」（平成 12 年９月、建設省）に示されるとおり、当

初の総合評価方式は、民間企業の優れた技術力を活用することにより、調達のＶＦＭ（Value for Money、

単位価格あたりの価値）を向上させ、社会的便益を増大させることを目的としたものであり、求められ

る工事品質の上限値に対応した工事価格を予定価格とすることにより予定価格の上限拘束性を緩和し、

標準的な工法に比べコストが大きくともそれ以上の社会的便益を生じる技術を採用できる仕組みが取

り入れられていたが、この作業が困難かつ負担の大きいものであり、総合評価方式の導入拡大が進まな

い要因となっていた。 

このような状況に対して、平成 14 年６月に定めた「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性

能等の評価方法について」により、標準点を 100 点、加算点を当面 10 点とするとともに、予定価格を

標準案の価格とする方式を提示し、総合評価方式の導入拡大を促進した。これにより、総合評価方式に

係る作業量が大幅に軽減され、国土交通省直轄工事における総合評価方式の適用割合が金額ベースで２

割程度まで拡大されることとなった。 

さらに、平成 17 年４月に品確法が施行されることにより、公共工事の品質を確保するための調達の

基本理念が総合評価方式であることが明示された。これにより、国をはじめ地方公共団体における「技

術的な工夫の余地が小さい工事」にも工事品質確保の観点から適用できる総合評価方式が求められ、発

注者の作成した標準案の工事を確実に履行するための技術力と価格を総合的に評価する簡易型が新た

に設けられるとともに、一方で、品確法により定められた「技術提案の改善」、「高度な技術等を含む技

術提案を求めた場合の予定価格」の事項を運用することにより、工事目的物の改変をも対象とした高度

な技術提案を求める高度技術提案型総合評価方式の概念を打ち出した（平成 17 年９月）。これにより、

平成 14 年６月の通達に基づく方式を標準型とし、これに簡易型、高度技術提案型が加わることにより

総合評価方式の体系が整備され、公共工事においてはその工事特性（工事内容、規模、要求要件等）に

応じていずれかの方式が適用可能となった。これにより平成 17 年度においては、金額ベースで４割の

直轄工事に総合評価方式が適用された。（簡易型の詳細な手続きは平成 17 年 10 月に通知、高度技術提

案型の詳細な手続きは平成 18 年４月に通知。） 

平成 17 年度後半からは、著しい低価格入札による競争が一層激しくなるとともに、粗雑工事等によ

る工事品質の低下の懸念が一層高まったため、平成 18 年 12 月には「緊急公共工事品質確保対策につい

て」をとりまとめ、その中心的な施策として、総合評価方式に新たに施工体制評価点を導入した（施工

体制確認型総合評価方式）。 

さらに、平成 20 年度においては、100 年に１度と言われる不景気が訪れる中、経済対策の観点から、

補正予算の執行を早期に行うべく、簡易な施工計画及び配置予定技術者のヒアリングを省略する実績を

重視した総合評価方式を適用した。 
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表６ 総合評価方式の変遷 

平成１０年１１月 
我が国で初の公共工事における総合評価方式の試行 
 
建設省は今井１号橋撤去工事において総合評価方式を試行する（平成１０年１１月掲示、

平成１１年６月契約）。 

平成１２年 ３月 

「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」（公共工事発

注省庁申合せ） 
 
公共工事発注機関が総合評価方式により調達を行う場合の事務処理の効率化等に資する

ため、大蔵大臣と包括協議を整えた各省各庁の長の定めとともに、運用上の基本的な事項を
手引きとしてとりまとめる。 

平成１２年 ９月 
「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」 
 
建設省直轄工事において総合評価方式を実施する場合の手続の留意点等を示す。 

平成１４年 ６月 

「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について」 
 
総合評価方式のより一層の適用性の拡大を図るとともに、事務の合理化に資するよう、総

合評価方式により調達を行う場合の性能等の評価方法（標準点と加算点との配点割合、加算
点の評価方式等）について、当面の運用試行案をとりまとめる。 

平成１７年 ４月 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」施行 

平成１７年 ９月 
「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドラインについて」 
 
簡易型、標準型、高度技術提案型の３タイプによる総合評価方式の体系を整備する。 

平成１７年１０月 「簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続について」 

平成１８年 ４月 「高度技術提案型総合評価方式の手続について」 

平成１８年１２月 

「緊急公共工事品質確保対策について」 
「施工体制確認型総合評価落札方式の試行について」 
 
入札段階を中心とした新たな対策として、施工体制の確認を行う総合評価方式や特別重点

調査の試行等を新たに実施する。 

平成１９年 １月 
直轄工事において初の加算方式による総合評価方式の試行 
 
国土交通省は平成１９－２１年度西谷高架橋工事において初の加算方式による総合評価

方式を試行する（平成１９年１月公告、平成１９年６月開札予定）。 

平成２０年１０月 

「平成２０年度第２次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行における入

札・契約業務等の円滑な実施について」 
 
 補正予算の早期執行を図るため、簡易な施工計画及び配置予定技術者のヒアリングを省略

する実績を重視した総合評価方式を適用 

 
 

 



 12

（４）総合評価方式の類型 

 

 公共工事の特性（工事内容、規模、要求要件等）に応じて、簡易型、標準型、高度技術提案型のいず

れかの総合評価方式を選択する。 

 

◆簡易型 

  簡易型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施

工を行う能力を求める場合に適用するものである。 

  簡易型では、簡易な施工計画、同種・類似工事の経験、工事成績等に基づいて評価される技術力と

価格との総合評価を行う。 

 

◆標準型 

  標準型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対し

社会的要請の高い特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優

れた技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するものである。 

  標準型では、発注者が標準案に基づき算定した工事価格を予定価格とし、その範囲内で提案される

施工上の工夫等の技術提案と価格との総合評価を行う。 

 

◆高度技術提案型 

  高度技術提案型は、技術的な工夫の余地が大きい工事を対象に、社会的要請の高い特定の課題につ

いて構造上の工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求めることにより、民間企業の優れた

技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するものである。 

  高度技術提案型では、より優れた技術提案とするために、発注者と競争参加者の技術対話を通じて

技術提案の改善を行うとともに、技術提案に基づき予定価格を作成した上で、技術提案と価格との総

合評価を行う。 

 

 

 工事における技術的能力の審査、技術提案の評価・活用の流れを図７に示す。 
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図７ 工事における技術的能力・技術提案の評価・活用の流れ 

 

 

  

受注･竣工

工事成績評定

技術的な工夫の余地が小さい

総合評価
（標準型）

総合評価
（高度技術提案型）価格競争

※個別工事に際しての技術審査：建設業者の施工能力の確認を行う。
※技術力を審査・評価：技術提案の実現性等を確認（審査）した上で、技術提案の点数付け（評価）を行う。
※技術提案：一般的な工事においては、簡易な施工計画、品質管理等についての提案を求める。

技術的な工夫の余地が大きい場合は、上記に加え、施工上の提案、工事目的物の品質の向上に関する高度な提案を求める。
※総合評価：技術提案の評価結果に基づき、価格と総合的に評価を行う。

工事施工経験

工事成績

工事発注における
審査・評価に反映

技術的な工夫の余地が大きい

施工上の工夫等の技術提案
を求める

構造上の工夫や特殊な施工
方法等を含む高度な

技術提案を求める

（特に小規模な工事） 一般的な工事

総合評価
（簡易型）

技
術
的
能
力
の
審
査

技
術
提
案
の
審
査
・評
価

有資格業者名簿登録

技術力を評価
・施工計画（施工手順・工期）、
品質管理（確認頻度、方法）

・建設業者及び配置予定技術者の
同種・類似工事の経験・成績 等

高度な技術力を審査・評価
・施工上の提案

安全対策、環境への
影響、工期の縮減 等

予定価格の作成

高度な技術力を審査・評価
・構造物の品質の向上を図る提案

強度、耐久性、景観、
ライフサイクルコスト 等

技術提案の改善

個別工事に際しての技術審査

・建設業者及び配置予定技術者の同種・類似工事の経験

・簡易な施工計画
・必要に応じ、配置予定技術者のヒアリング

工事の施工履
歴や工事成績
の保存・活用

技術提案の改善
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３ 総合評価方式の実施状況 
 
（１）総合評価方式の導入割合 
 

 国土交通省直轄工事における総合評価方式の導入状況は図８のとおりである。 

 品確法制定前（平成 16 年度）は全工事発注件数に占める割合は約 2.8%と適用率が低かったが、品確

法制定後、年々総合評価方式の拡大を図り、平成 20 年度には金額ベース・件数ベースとも約 99％と、

原則実施まで至っている。なお、いずれの年度においても総合評価方式の実施目標として年度当初に設

定した割合を上回っている（図９参照）。 

98.8%97.0%

75.1%

15.3%2.8%

99.6%99.2%
91.2%

41.3%

42.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
（1月迄）

件数ベース
金額ベース

 

※ ８地方整備局で競争入札に付した工事を対象（予定価格 100 万円未満を除く） 

※ 金額は当初契約額ベース。 

※ 平成 20 年度の数値は１月までの速報値である。 

 

図８ 総合評価方式の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 総合評価方式の導入目標 

総合評価方式の適用工事の拡大：平成２０年度は原則実施

全契約金額の
９割以上で実施

（件数ベース６割以上）

Ｈ１９

全契約金額の
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Ｈ１７

全契約金額の

８割以上で実施

（件数ベース５割以上）

Ｈ１８

原則実施全契約金額の

２割以上で実施

試行開始

Ｈ２０Ｈ１４～Ｈ１１～

全契約金額の
９割以上で実施

（件数ベース６割以上）

Ｈ１９

全契約金額の

４割以上で実施

Ｈ１７

全契約金額の

８割以上で実施

（件数ベース５割以上）

Ｈ１８

原則実施全契約金額の

２割以上で実施

試行開始

Ｈ２０Ｈ１４～Ｈ１１～

【参考】一般競争入札の拡大：平成２０年度は６千万円以上まで

予定価格

３億円以上

Ｈ１７下半期～

予定価格１億円以上

（水門設備工事については原則
すべて一般競争入札へ移行）

Ｈ１９

予定価格

６千万円以上

Ｈ２０

予定価格

２億円以上

予定価格

７．３億円以上

（WTO対象のみ）

Ｈ１８～Ｈ１６

予定価格

３億円以上

Ｈ１７下半期～

予定価格１億円以上

（水門設備工事については原則
すべて一般競争入札へ移行）

Ｈ１９

予定価格

６千万円以上

Ｈ２０

予定価格

２億円以上

予定価格

７．３億円以上

（WTO対象のみ）

Ｈ１８～Ｈ１６
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（２）技術提案課題の設定状況 

 

各工種ともに、技術提案課題に「性能・機能の向上」に関する事項を採用する工事（採用件数）が６

～９割を占めているが、この他に、工事の内容に応じて、「環境の維持」、「特別な安全対策」、「交通の

確保」等に関する事項を必要に応じて設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 技術提案課題の設定状況 

 

 

ライフ
サイクル
コスト等

性能・
機能

環境の
維持

交通の
確保

特別な
安全対
策

省資源
対策等

Co構造物
工事 256件 0.4% 79.3% 51.2% 11.7% 28.5% 5.1%

As舗装
工事 156件 0.0% 87.2% 13.5% 26.3% 34.6% 3.2%

鋼橋上部
工事 152件 1.3% 80.3% 36.8% 28.9% 52.0% 2.0%

土工事 142件 0.0% 60.5% 44.9% 6.1% 21.8% 2.0%

ＰＣ橋
上部工事 124件 3.2% 92.7% 16.9% 24.2% 30.6% 21.8%

注１）10地方整備局等（北海道、沖縄含む）が発注した平成18年度から平成19年度第3四半期までの契約工事のうち、CORINS登録工種の件数が多い6工種を対象に集計
（CORINSデータとマッチングできた1,607件を活用）。

注２）技術提案は各工事に複数設定している場合があるため、合計が１００％とならない。

ライフサイクルコスト等 性能・機能 環境の維持 交通の確保 特別な安全対策 省資源対策等

各工事ごとに採用率が最も高い項目

各工事ごとに採用率が２番目に高い項目

各工事ごとに採用率が３番目に高い項目

61.7%

67.9%

55.3%

54.4%

78.1%

20.6%

10.4%

30.7%

11.3%

12.2%

12.4%

12.8%

21.4%

11.6%

9.3%

1.6%

4.8%

5.1%

4.8%

3.2%

4.8%

3.2%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Co構造物工事

As舗装工事

鋼橋上部工事

土工事

ＰＣ橋上部工事

技術提案の採用件数率 技術提案の配点率（点数ベース）
注２）
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（３）総合評価方式における落札者の状況 

 

 平成 17 年度は落札者のうち、最低価格であった者の割合が全体の９割以上と高かった（簡易型：

90.1％、標準型：90.5％）が、各地方整備局等において、加算点のウェートの増加や評価項目の改善

等を図った結果、平成 19 年度は価格と品質の双方が評価された結果となっている（落札者のうち、

最低価格であった者の割合は簡易型：78.2％、標準型：43.4％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 主要４工種（一般土木、ＡＳ舗装、ＰＣ、鋼橋上部工）に該当する工事を対象。 

 

図１１ 総合評価方式の落札者の状況 
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Ⅲ．政策の評価 

 

１ 受発注者に対するアンケート、ヒアリングの実施 

 

・アンケートについて 

 本政策レビューにあたって、受発注者が感じている総合評価方式の導入効果、総合評価方式の運用上

の課題等を把握するため、平成 20 年 10～11 月にかけてアンケート調査を実施した。調査項目は下記の

とおりであり、回収状況は表１２のとおりである。 

・ 総合評価方式の導入効果（発注者、受注者） 

・ 総合評価方式に対する問題意識（発注者、受注者） 

・ 総合評価方式の評価項目、評価基準の状況（発注者） 

〃    望ましい評価項目、評価基準（受注者） 

・ 評価結果の公表（受注者、発注者） 

・ その他属性等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１２ アンケート対象数と回答状況 

 

・ヒアリングについて 

 アンケート調査より明らかとなった総合評価方式の導入に対する具体的な問題について、改善に向け

た検討に資することを目的に、問題認識の高い発注者及び受注者を対象にヒアリング調査を平成 21 年

１～２月に実施した。ヒアリング対象者は以下のとおりである。 

 

 ○ 発注者： 国土交通省地方整備局（３）、地方公共団体（２） 計５団体  

○ 受注者： （社）日本土木工業協会 加盟企業（11）、 

  （社）全国建設業協会 地方協会（２）・加盟企業（５） 計 18 団体 

区分 対象数 回答数 回答率

国土交通省地方整備局等 10 10注1) 100.0%

建設
会社

(社)全国建設業協会加盟企業 282 229 81.2%

(社)日本土木工業協会加盟企業 126 72 57.1%

区分 対象数 回答数 回答率

国土交通省地方整備局等 10 10注1) 100.0%

建設
会社

(社)全国建設業協会加盟企業 282 229 81.2%

(社)日本土木工業協会加盟企業 126 72 57.1%

注1)10地方整備局等の他に、工事発注を行っている事務所245から230の回答があった。分析に

たっては、国土交通省の回答総数に事務所からの回答数を含めた。
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２ 工事の品質向上に対する効果 

 

（１）工事事故の発生状況 

 総合評価方式（簡易型）の場合は、工事の確実な施工に資する施工計画を評価することを基本として

いることから、粗雑工事や事故の発生率の低下等が期待されているところであるが、図 13 のとおり、

工事規模に係わらず価格競争と比べ総合評価方式（簡易型）を適用した工事については工事事故の発生

率が低くなっている。（全体では価格競争 7.0％、総合評価 1.9％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※ 関東地方整備局におけるＨ１８年度完成工事（簡易型）を対象。 

主要４工事種別（一般土木、ＡＳ舗装、鋼橋上部工、ＰＣ）を対象。 

事故発生率＝延べ事故発生件数／工事件数。 

図１３ 工事事故の発生状況 

 

（２）工事成績評定 

 工事成績評定とは、工事完成時（検査時）において、契約に適合した適切な施工がなされたかどうか、

その程度について評価するものである。具体的には、工事の完成に際し、「施工体制」、「施工状況」、「出

来形及び出来栄え」、「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」の６つの観点から工事の成績をつける（６

５点からの加点減点を行い、満点は１００点。）。全工事の工事成績評定平均点は７４．９点、標準偏差

は４．４点である。（平成１９年度竣工工事（営繕関係、港湾空港関係除く）） 
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 工事成績の観点から、総合評価方式を導入した効果を分析する。近年は価格競争の工事がきわめて少

なくなってきていることから、平成１６年度に完成工事で比較すると、図１４のとおり、総合評価方式

を適用した工事は、適用しなかった工事（価格競争）に比べ、工事成績評定の平均点が４．５点高いと

いう結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ 総合評価方式と価格競争方式の工事成績評定の違いについて 

 

 次に、技術提案の評価結果と工事の品質確保状況について工事成績評定から分析を行った。結果とし

ては技術提案の得点率が高いほど、工事成績評定が高くなる傾向が見られた（図１５参照）。特にその

傾向は標準型よりも簡易型において見られるが、これは標準型が「民間企業の優れた技術力を活用し、

公共工事の品質をより高めること」を評価しているのに対し、簡易型が「発注者が示す仕様に基づき、

適切で確実な施工を行う能力」を評価しているため、簡易型のほうが契約の内容に適合した工事がなさ

れたかどうかを示す工事成績評定に関連性が強いと考えられる。 
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    ※ ８地方整備局（港湾空港関係を除く）におけるＨ１８年度完成工事を対象。 

主要４工事種別（一般土木、ＡＳ舗装、鋼橋上部工、ＰＣ）を対象。（次頁以降同様） 

図１５ 総合評価方式における加算点全体の得点率と工事成績評定の関係 
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（３）施工体制に関する全国一斉点検結果 

・目的 

平成 18 年 12 月より「施工体制確認型総合評価方式」が試行されたが、その効果を把握するため、

平成 20 年度の「施工体制に関する全国一斉点検」の中で、施工体制確認型適用工事の有効性につい

て調査した。 

 

・点検期間 

平成 20 年 10 月から 11 月を全国一斉点検期間とし、抜き打ちで点検を実施。 

 

・対象工事 

請負金額が 2,500 万円以上の工事（建築工事においては、5,000 万円以上の工事）を対象とし、特

に低入札価格調査制度調査対象工事及びこれに準じて重点的な監督業務を実施する工事（以下「低入

札工事等」という。）に重点をおいて点検を実施。（低入札工事等以外の工事を「一般工事」とする。） 

 

計 1,114 件（稼働中工事 8,063 件の約 14%）

一般工事 630 件（稼働中工事 6,830 件の約 9%） 

低入札工事 194 件（稼働中工事 194 件の 100%） 

内訳 

低 入 札

工事等 それに準じて重点的な監督

業務を実施する工事 

290 件（稼働中工事 1,039 件の約 28%） 

 

・点検内容 

建設業法及び適正化法に定める監理技術者等の配置、施工体制台帳の備え付け状況等の項目と下

請契約に関する項目を、元請業者に対する点検項目とした。また、元請業者が下請業者に対して「不

当に低い下請負代金での契約」や「不当な使用資材等の購入強制」等を行っていないかについて確

認するため、請負額 2,500 万円以上の下請業者の主任技術者にヒアリングを実施した。（詳細は次頁

参照） 

 

・点検結果 

直轄土木工事（港湾空港関係を除く。）について、施工体制確認型とその他工事について改善事項

のあった工事件数の割合を比較したところ、施工体制確認型において改善すべき事項のあった工事の

割合は約 29％、その他の工事の場合は約 36％と、7ポイント程度優位であることが確認された。特に

「下請業者の完成検査」や「作業手順書作成」などの元請業者による下請施工への適正な管理に係る

項目について、その傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 施工体制確認型の適用有無の違いによる改善すべき事項のあった工事の割合の比較 
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Ⅰ．基本点検項目 

ⅰ．監理技術者等の配置 
①元請業者の監理技術者等の資格・常駐・同一性（ＪＶ構成員含む）（建設業法第 26 条

等）、②監理技術者資格者証・講習修了証の提示（建設業法第 26 条第 5 項等） 
ⅱ．施工体制台帳の備え付け等 

①施工体制台帳の備え付け（建設業法第 24 条の 7、重点点検）、②施工体系図の掲示（建

設業法第 24 条の 7 第 4 項及び適正化法第 13 条第 3 項）③建設業許可票の掲示（建設業

法第 40 条）、④建設業退職金共済制度適用事業場である旨の掲示、⑤労災保険関係成立

票の掲示（労働者災害補償保険法施行規則第 49 条）、⑥工事カルテの登録申請状況 
ⅲ．下請契約 

①下請業者の建設業許可（建設業法第３条）、②軽微な工事の下請契約、③明確な工事

内容での下請契約（重点点検）、④適切な請負代金の支払い方法（重点点検） 
 

Ⅱ．元請業者の下請施工の関与状況等に関する点検項目 

ⅰ．元請業者の下請施工の関与状況 
①技術者の常駐（現場代理人の常駐、監理技術者の常駐、主任技術者の常駐）、②発注者

との協議、③住民への説明、④官公庁への届け出等、⑤近接工事との調整、⑥施工計画

書（施工計画提出状況、品質管理計画等の立案、設計図書の照査）、⑦工程管理の実施、

⑧施工管理（品質確保、検査・試験記録の保管、段階確認の実施）、⑨完成検査（下請業

者の完成検査）、⑩安全管理（ＫＹ活動、安全巡視の実施、安全衛生責任者の確認、作業

主任者等の確認、災害防止協議会の設置と開催、店社パトロールの実施、新規入場者教

育の実施）、⑪施工調整及び下請業者への指導監督（施工体制台帳の把握、下請業者の主

任技術者資格の把握、安全管理に対する指導、工程会議の開催、段階確認の実施、作業

手順書の作成・指導・監督） 
ⅱ．紛らわしい施工体系 

     ①主たる一次下請人に直営施工がないケース、②特定の一次下請人が工事全体の大部分

を施工しているケース、③工区割された近接工事を同一の一次下請人が施工しているケ

ース、④下請人に直営施工がなく再下請人が実質施工しているケース 
 

Ⅲ．下請業者への点検項目 

ⅰ．下請業者の主任技術者の配置状況 
①下請の主任技術者等の資格・常駐・同一性 

ⅱ．下請業者の主任技術者へのヒアリング 
①不当に低い下請負代金の禁止、②不当な使用資材等の購入強制の禁止、③契約どおりの

下請負代金の支払い実態 
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（４）総合評価方式導入による工事の品質向上に関する受発注者の認識 

 受発注者に対するアンケート調査によれば、総合評価方式導入による工事の品質向上に関する

認識は図１７のとおりである。この結果から、総合評価方式の導入によって、不良工事の減少、

技術力を反映した競争の促進や企業技術者の技術力向上等の効果の発現が認められている（期待

されている）と評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７ 工事の品質向上に関する受発注者の認識 
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Ｑ 総合評価方式の導入効果として下記項目について
発現が認められている又は今後の発現が期待されていますか。
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３ 総合評価方式の運用 

 

（１）具体的な運用方法 

・技術提案の審査に係る事項 

発注者側は５９．５％が、受注者側は５２．８％が問題意識として重要と回答しており、受発注

者とも過半数が問題意識として重要と認識している。 

具体的な意見として主なものは、発注者側では「評価結果にバラつきが生じる」、「適切な評価項

目の選定に苦慮する」等の技術審査に係る事項のもののほか、「発注者としての要求事項が競争参

加者にうまく伝わらない」等の受発注者の認識共有化についての意見もあった。逆に受注者側では、

「評価結果にバラツキが生じる」「課題設定が不適切な場合がある」等の技術審査にかかる事項の

もののほか、「要求事項が漠然としている」等の受発注者の認識共有化の意見もあり、受発注者の

問題意識はほとんど同じであることがわかった。 

・技術提案と予定価格のバランスに係る事項 

発注者側は３１，３％が、受注者側は５６．８％が問題意識として重要と回答しており、発注者

側より受注者側のほうが高い問題意識を感じている。 

 具体的な意見として主なものは、発注者側では「技術提案内容が予定価格に反映されない」、「技

術提案よりも価格で決まってしまう工事がある」等の意見があった。逆に受注者側では、発注者側

と同様に「技術提案内容が予定価格に反映されない」というもののほか、「コストの要する提案を

しても設計変更対象とならない」という意見もあった。 

・ダンピング対策に係る事項 

  発注者側では４９．８％が、受注者側では５７．８％が問題意識として重要と回答しており、受

発注者とも約半数が問題意識として重要と認識している。 

  具体的な意見として主なものは、発注者側では「施工体制確認型の場合、技術提案の内容ではな

く施工体制確認の内容で落札者が決まってしまう」等の意見があった。逆に受注者側では、「低入

札でも落札できる場合がある」「ペナルティが甘い・ない」「調査基準価格の設定が低すぎるのでは

ないか」等の意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８ 具体的な運用方法に対する受発注者の認識 
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Ｑ 総合評価方式の導入に対して下記項目について
問題認識として重要とお考えですか。

技術提案の審査に
係る事項

ダンピング対策に
係る事項

技術提案と予定価格の
バランスに係る事項

注）受発注者アンケート結果による

発注者

受注者

発注者

受注者

発注者

受注者

・評価結果にバラツキが
生じる（受・発）
・適切な評価項目選定に
苦慮（発）課題設定が不
適切な場合がある（受）

・技術提案が予定価格
に反映されない（受・発）
・コストのかかる提案をし
ても設計変更対象となら
ない（受）

・低入札でも落札できる
場合がある（受）
・ダンピングに対するペ
ナルティが甘い（受）

＜具体的な意見＞
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（２）公正性・透明性の確保 

 ・導入効果について 

一般競争入札導入による公平性・透明性の担保について、発注者側は８２．７％が、受注者側は

５４．４％がその効果が発現している又は効果の発現を期待していると回答している。また、調整

行為の困難さの向上については、発注者側は６９．２％が、受注者側は６９．４％がその効果が発

現している又は効果の発現を期待していると回答している。このように、公正性・透明性の確保と

いった観点は受発注者とも効果の発現について高い評価を行っていることがわかる。 

 ・問題認識について 

   公正性・透明性の観点からの問題認識については、評価結果の公表に係る事項に対して、発注者

側は３６．６％が問題認識を感じている一方、受注者側では６９．１％が問題認識を感じていると

いう結果となり、受発注者での認識のずれが大きい。これは「一般競争入札導入による公平性・透

明性の担保」の評価結果の裏返しでもあり、発注者側では公平性・透明性を十分に確保していると

認識していても、受注者側では不十分と感じていることをあらわすと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 公平性・透明性の確保に関する受発注者の認識 
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Ｑ 総合評価方式の導入効果として下記項目について発現が認められている又は今後の発現が期待されていますか。

Ｑ 総合評価方式の導入に対して下記項目について問題認識として重要とお考えですか。

一般競争入札導入による
公平性・透明性の担保

調整行為の
困難さの向上

評価結果の公表に
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注）受発注者アンケート結果による

注）受発注者アンケート結果による

・評価結果を具体的に
公表（個別通知）して欲
しい。（受）
・採点内容表を全面公
開すべき（受）

＜具体的な意見＞
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（３）手続きの負担 

 ・手続きに伴う時間・事務負担に係る事項 

発注者側は９０．１％が、受注者側は５３．５％が問題意識として重要と回答しており、受発注

者とも過半数が問題認識として重要と回答しているが、特に発注者側での問題認識が高いという結

果となった。 

具体的な意見として主なものは、受発注者ともに「入札・契約手続きに時間がかかりすぎる」、「入

札・契約手続きに関する事務負担が大きい」等の意見が多く、受発注者とも同様の問題認識を抱え

ていることがわかる。 

  ・技術提案の作成費用に係る事項 

   発注者側は２４．３％が、受注者側は４３．６％が問題認識として重要と回答しており、発注者

側よりも受注者側で高い問題認識を示していることがわかった。受注者側の具体的な意見として主

なものは「高度技術提案型・標準型・簡易型のいずれの方式においても技術提案の作成のために費

用負担が発生している」、「落札できなかった場合、技術資料作成に要する費用を回収できない」と

いう意見が多かった。また、ヒアリングにおける受注者側からの意見として、技術提案作成に必要

となる工事関連データの提供をしてほしいという意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２０ 手続きの負担に関する受発注者の認識 
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Ｑ 総合評価方式の導入に対して下記項目について
問題認識として重要とお考えですか。

手続に伴う時間・
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発注者
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・時間がかかりすぎる。
（受・発）
・事務負担が大きい。
（受・発）

＜具体的な意見＞

・総合評価のタイプを問
わず、提案資料の作成
に費用負担が発生（受）
・提案資料作成費用を
回収する方法がない。
（受）
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４ 評価のまとめ 

 

 ■工事の品質向上に対する効果 

  ・価格競争より総合評価方式で発注した工事のほうが工事事故の発生率が低い。 

  ・価格競争より総合評価方式で発注した工事のほうが工事成績評定の平均点が高い。 

  ・技術評価点の得点率が高いほど、工事成績評定の平均点が高い傾向が見られる。 

  ・総合評価方式の導入により、不良工事の減少、技術力を反映した競争の促進や受発注者側

担当者の技術力向上等の効果の発現が認められている。 

  ・施工体制確認型総合評価方式を適用した工事については、「建設業法」および「公共工事の

入札及び契約の適性化の促進に関する法律」に定められた事項のうち、改善すべき事項の

あった工事の割合は約 29％、その他の工事の場合は約 36％と、7ポイント程度優位である

ことが確認された。 

  ・受発注者へのアンケート結果によれば、総合評価方式の導入により、不良工事の減少、技

術力を反映した競争の促進や企業技術者の技術力向上等の発現が認められている（期待さ

れている）。 

 ⇒ 総合評価方式（施工体制確認型総合評価方式含む）の導入により、より確実な施工が確保

された工事が実施されている。また、受発注者の意識についても「品質の向上」を目指し

た発注に努めるとともに、これに対応した技術力の向上に努めてきていると評価できる。 

  

■「具体的な運用方法」、「公正性・透明性の確保」、「手続きの負担」等 

①具体的な運用方法  

・受発注者双方とも、技術提案の審査及びダンピング対策に係る事項に対して、約半数が

問題認識をもっている。具体的には、受発注者双方から、評価結果のばらつき、技術提

案の課題設定に関する意見があった。 

・発注者側より受注者側に高い問題認識のある項目として技術提案と予定価格のバランス

（過度な技術提案、オーバースペック）があげられる。 

②公正性・透明性の確保  

・公平性・透明性の担保について、発注者側は効果が既に発現していると認識しているが、

受注者側は更なる「評価結果の公表」が重要と考えている。 

③手続きの負担 

・発注者側の９割以上が手続きに伴う時間・事務負担に係る事項を重要と考えている。 

・受注者側は技術提案の作成費用に係る事項について重要と考えている割合が発注者側に

比べて高い。 

 ⇒上記をふまえ、以下の５つの課題について改善策を講ずる。 

  課題① 技術提案の課題設定 

  課題② 技術提案の評価 

  課題③ 手続きに要する負担（発注者側） 

  課題④ 技術提案作成に係る負担（受注者側） 

  課題⑤ 評価結果の公表 
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Ⅳ．政策への反映の方法 

 

①工事特性に応じた課題設定 

  受発注者へのアンケート調査結果によれば、発注者側からは「適切な評価項目の選定に苦慮する」、

受注者側からは「課題設定が不適切な場合がある」という意見があった。この結果をふまえ、今後、

工事特性に応じた課題設定を行っていくため、今回のレビューの中で、工事技術的難易度に対応した

課題事例シートを作成した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (1) 主たる構造物に求められる機能・性能等の事項   
   （代表的な４工種：築堤・護岸、樋門・樋管、AS 舗装、橋梁下部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (2) 作業条件等から施工に求められる事項    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２１ 工事技術的難易度を活用した課題設定イメージ 
 

① 工事技術的難易度評価の実施（工事特性の把握） 

② 課題事例シートを活用した課題設定 

  (1) 主たる構造物に求められる機能・性能等の事項 

  (2) 作業条件等から施工に求められる事項 

大項目評価 小項目 評価
評価対象となる
工事特性事項

評価

①・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

②・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

③・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

①・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

②・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

１
　
構
造
物
条
件

２
　
技
術
特
性

工事技術的難易度 ５　マネジメント特性

⑥安全管理⑤品質管理④工程管理

大項目 評価 小項目 評価

１．構造物条件 ・・ ①・・・ ・・ ・・・・・・・・・
②・・・
③・・・

２．技術特性 ・・ ①・・・ ・・ ・・・・・・・・・
②・・・

３．自然条件 ・・ ①・・・
②・・・ ・・ ・・・・・・・・・
③・・・

４．社会条件 ・・ ①・・・ ・・ ・・・・・・・・・
②・・・
③・・・ ・・ ・・・・・・・・・

５．マネジメント特性 ・・ ①・・・
②・・・ ・・ ・・・・・・・・・
③・・・

６．特別考慮要因

評価項目
評価内容

大項目評価 小項目 評価
評価対象となる
工事特性事項

評価

①・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

②・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

①・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

②・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

①・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

②・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・
・・・・・ ・・・ ・・・・・・・

３
自
然
条
件

４
社
会
条
件

５
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

工事技術的難易度 ５　マネジメント特性

④工程管理 ⑤品質管理 ⑥安全管理

今回作成した「工種ごとシート」を活用 

今回作成した「工種共通シート」を活用 
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②過度な技術提案の防止 

受発注者へのアンケート調査結果によれば、受発注者双方から「技術提案内容が予定価格に

反映されない」という意見があり、具体的な事例を通じて対応策の検証を行い、今後の対応策

として以下のとおりまとめた。 

 

・以下に例を示すような改善効果が低い評価項目や、現場条件の変更に伴い影響を受ける（不

確実性の高い）評価項目は、提案課題として設定しない。 

  〔例〕 ・水素イオン濃度（pH）の範囲の差 

      ・トンネル掘削余掘量 

・コスト負担を要するハード対策（例えば、騒音・振動対策としての防音扉の設置等）が必

要な場合には、標準案として予定価格に反映する。 

・求める技術提案に上限（値）を設定する場合、発注者は予定価格の範囲内で技術提案の上

限（値）を履行することが可能か判断する。 

・予定価格の範囲内で技術提案の上限（値）を履行することが困難、または判断できない場

合には「見積りを活用する積算方式」や高度技術提案型（または標準型＋見積り活用方式）

を適用し、予定価格に反映する。 

・受発注者間の認識の乖離が生じないよう、技術提案課題や上限（値）の設定根拠、対象範

囲や提案の視点、変更協議の対象の有無等を入札説明書にて分かり易い記載に努める。 

 

 

③手続きの簡素化 

 受発注者へのアンケート調査結果によれば、受発注者双方とも、「入札・契約手続きに時間が

かかりすぎる」という意見が多かった。そのため、本来の総合評価方式の目的を達成できる範

囲内において、「標準型の簡素化」及び「簡易型の簡素化」を図ることとした。 

ⅰ）標準型の簡素化 

  技術提案を求める項目の数が少なく、かつ、その難易度が低い工事については、簡易型同

程度の手続き期間とした。（通常３ヶ月程度の手続き期間を技術提案の作成・審査期間を短

縮することにより、７週間程度まで短縮） 

ⅱ）簡易型の簡素化 

  比較的小規模で、施工計画の工夫の余地が少なく、これまでに施工した同種・類似工事の

実績で施工の確実性を十分評価できる工事について、施工計画の提案・ヒアリングを実績

評価で代替する方式を適用する（通常７週間程度の手続き期間を施工計画の作成・ヒアリ

ングを省略することにより、３週間程度まで短縮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２２ 簡易型の簡素化イメージ 
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④情報共有の促進 

 受注者側からは、手続きに要する負担として、「高度技術提案型・標準型・簡易型のいずれの

方式においても技術提案の作成のために費用負担が発生している」、「落札できなかった場合、

技術資料作成に要する費用を回収できない」等の意見が多かった。また、ヒアリングにおける

受注者側からの意見として、技術提案作成に必要となる工事関連データの提供をしてほしいと

いう意見があった。 

 そのため、技術提案に要する負担を軽減するため、以下の要領により発注者側が所有する工

事関連データの提供の試行を行うこととした。 

 

◆適用工事 

技術提案作成の負担の大きな工事を対象（例：ＷＴＯ対象工事、高度技術提案型） 

◆提供情報 

地質調査報告書、詳細設計図、数量計算書、構造計算書等のうち、工事内容等を勘案し

設定 

◆提供媒体 

紙面での複写又はＣＤによる電子データ（ＰＤＦ） 

◆留意事項 

個人情報や予定価格の類推を容易とする情報はマスキング処理を実施 

 

⑤透明性の向上 

 受注者側から、更なる透明性の向上を求められているところであり、「評価結果の内訳の公表」

「技術提案の採否の通知の試行」を図る。 

 ⅰ）評価結果の内訳の公表 

  従来までは技術評価点の合計値のみを公表している整備局もあったが、今後は①課題別技

術提案の得点、②施工体制評価点、③その他（企業の施工実績、配置予定技術者の能力等）

の得点ごとに競争参加者の得点を公表することを最低限とし、またホームページで公表する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２３ 加算点の公表例 

 

１．件名 平成○○年度 ○○○○橋下部工事

２．所属事務所 ○○○○国道事務所

３．入札日時 平成○○年○○月○○日 ○○時○○分
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0.0

30.0

30.0

30.0

10.0

施工体制

18.50.53.05.0100Ｆ社

23.513.53.07.0100Ｅ社

42.511.50.01.0100Ｄ社

34.5-2.54.03.0100Ｃ社

47.513.52.02.0100Ｂ社

28.59.55.04.0100Ａ社
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品質向上対策

橋脚・橋台鉄筋
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合計
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標準点業者名
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18.50.53.05.0100Ｆ社

23.513.53.07.0100Ｅ社

42.511.50.01.0100Ｄ社

34.5-2.54.03.0100Ｃ社

47.513.52.02.0100Ｂ社

28.59.55.04.0100Ａ社

鋼管ソイルセメ
ント杭の

品質向上対策

橋脚・橋台鉄筋
コンクリートの
品質向上対策

加算点

合計
その他

技術提案

標準点業者名
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 ⅱ）技術提案の採否の通知の試行 

  原則全ての工事を対象に、競争参加資格確認通知時点で、技術提案として出された内容の

うち、不採用（実施してはならない）となった事項を通知することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２４ 競争参加資格確認通知書における記載例 

（注）上図は実例であり、技術提案の内容に関して公表はできないので、本資料では墨塗りしているが、 

競争参加資格確認通知書は技術提案を行った企業のみに送付されるため、実際には墨塗りは行わない 

 

 

 

⑥今後のフォローアップ 

今回の政策レビューを通じて検討した各方策の効果を把握し、また、引き続き総合評価方式

の改善を図るため、総合評価方式の実施状況等について年次レポートを公表していくこととす

る。 
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◆受発注者に対するヒアリング結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ヒアリング調査の概要

１．ヒアリング調査の目的
アンケート調査より明らかとなった総合評価方式の導入に対する具体的な問題

について、改善に向けた検討に資することを目的に、問題認識の高い発注者及
び受注者を対象にヒアリング調査を実施。

２．ヒアリング対象者
○ 発注者： 国土交通省地方整備局（3）、地方公共団体（2） 計5団体
○ 受注者： （社）日本土木工業協会 加盟企業（11）、

（社）全国建設業協会 地方協会（2）・加盟企業（5） 計18団体

３．ヒアリング事項

ヒアリング事項 発注者 受注者

① 手続に伴う時間・事務負担等 ○ ○

② 技術提案の審査・評価 ○

③ 評価結果の公表 ○

④ 技術提案の求め方 （オーバースペックへの対応） ○ ○

⑤ 技術提案の作成費用 ○

ヒアリング事項 発注者 受注者

① 手続に伴う時間・事務負担等 ○ ○

② 技術提案の審査・評価 ○

③ 評価結果の公表 ○

④ 技術提案の求め方 （オーバースペックへの対応） ○ ○

⑤ 技術提案の作成費用 ○

２．ヒアリング調査結果の概要

• 技術提案の1課題当たりの提案数に上限を

設定（最大５提案）。（これ以上削減すると評
価が困難）

• 総合評価審査委員会資料の簡素化（特に
概略版作成労力）。

• 学識経験者への説明時間・事務を軽減する
ため、局主催の総合評価審査委員会とは
別に、河川部、道路部等の部単位で専門部
会を設置。

• 技術的難易度の低い案件について、簡易な
施工計画を求めない実績重視型の総合評
価方式を導入（入札公告から落札者決定ま
で7週間から3週間に短縮）。

発
注
者

課題 時間がかかりすぎる 事務負担が大きい 配置予定技術者が長時間拘束される

受
注
者

土工協
加盟企業

• 現行の手続期間は適切な技術力評価を行
うために必要であり、短縮する必要はない
（標準型・高度技術提案型）。

• 発注者の正確な意図を把握する時間を短
縮するため、現地の施工条件に合致した具
体的な標準案を事前に明示。

• 早期の辞退を促すため、入札前に技術評
価点（評価ランク）を公表、あるいは二段階
選抜方式の採用。 （特に高度技術提案型）。

• 技術資料の提出から入札までの期間短縮
（2ヶ月→1ヶ月）（標準型）。

• 必要に応じ、技術対話を省略（高度技術提
案型）。

• 技術提案の課題数・項目数に適切な上限を
設定（整備局等の中には総計30～60項目

の提案が可能な例がある）。
• 技術提案書の枚数・文字数に上限を設定
（整備局等の中にはA4:50枚以上の提出が

可能な例がある）。
• 技術提案書の全国統一様式の設定。
• 受発注者間の情報共有のため現場説明会
の復活。

• 具体的な標準案の明示（標準型）。
• 標準案を採用する場合でも、施工計画を求
められる例があり、提出の廃止（標準型）。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、低入札価格調査となった時点で辞退す
る手続を構築。
⇒ 会計法上は入札後の辞退は不可。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、技術資料の提出時点では配置予定技
術者の申請を求めずに、入札時点で提出さ
せる手続の構築。
⇒ 通達上は入札説明書の交付の翌日

から原則として10日以内に提出。

全建
地方協会

・
加盟企業

• 現行の手続期間は適切な技術力評価を行
うために必要であり、短縮する必要はない
（簡易型・標準型）。

• 施工計画に差が生じないものについて、簡
易な施工計画を求めない実績重視型の総
合評価方式を活用（実績は過去の現場担
当者の努力を積み上げであり、不公平とは
思わない）（導入に際しては受注の偏りが生
じないよう留意してほしい）。

• 公告文における施工場所等について、地番
まで含めた詳細な条件の明示（簡易型）。

• 公告段階で詳細な工事数量を記載した見
積用資料の閲覧または提供（簡易型）。

• 簡易な施工計画で求める課題数・文字数を
限定（１課題、300字程度）（簡易型）。

• 質問に対する迅速な回答。
• 経営事項評価点数や工事実績等の提出の
省略（CORINS等のデータベースの活用）。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、低入札価格調査となった時点で辞退す
る手続を構築。
⇒ 会計法上は入札後の辞退は不可。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、 低入札調査基準価格未満の場合は自

動的に失格する仕組みを構築。
⇒ 会計法上は自動的な失格は不可。

• 技術提案の1課題当たりの提案数に上限を

設定（最大５提案）。（これ以上削減すると評
価が困難）

• 総合評価審査委員会資料の簡素化（特に
概略版作成労力）。

• 学識経験者への説明時間・事務を軽減する
ため、局主催の総合評価審査委員会とは
別に、河川部、道路部等の部単位で専門部
会を設置。

• 技術的難易度の低い案件について、簡易な
施工計画を求めない実績重視型の総合評
価方式を導入（入札公告から落札者決定ま
で7週間から3週間に短縮）。

発
注
者

課題 時間がかかりすぎる 事務負担が大きい 配置予定技術者が長時間拘束される

受
注
者

土工協
加盟企業

• 現行の手続期間は適切な技術力評価を行
うために必要であり、短縮する必要はない
（標準型・高度技術提案型）。

• 発注者の正確な意図を把握する時間を短
縮するため、現地の施工条件に合致した具
体的な標準案を事前に明示。

• 早期の辞退を促すため、入札前に技術評
価点（評価ランク）を公表、あるいは二段階
選抜方式の採用。 （特に高度技術提案型）。

• 技術資料の提出から入札までの期間短縮
（2ヶ月→1ヶ月）（標準型）。

• 必要に応じ、技術対話を省略（高度技術提
案型）。

• 技術提案の課題数・項目数に適切な上限を
設定（整備局等の中には総計30～60項目

の提案が可能な例がある）。
• 技術提案書の枚数・文字数に上限を設定
（整備局等の中にはA4:50枚以上の提出が

可能な例がある）。
• 技術提案書の全国統一様式の設定。
• 受発注者間の情報共有のため現場説明会
の復活。

• 具体的な標準案の明示（標準型）。
• 標準案を採用する場合でも、施工計画を求
められる例があり、提出の廃止（標準型）。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、低入札価格調査となった時点で辞退す
る手続を構築。
⇒ 会計法上は入札後の辞退は不可。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、技術資料の提出時点では配置予定技
術者の申請を求めずに、入札時点で提出さ
せる手続の構築。
⇒ 通達上は入札説明書の交付の翌日

から原則として10日以内に提出。

全建
地方協会

・
加盟企業

• 現行の手続期間は適切な技術力評価を行
うために必要であり、短縮する必要はない
（簡易型・標準型）。

• 施工計画に差が生じないものについて、簡
易な施工計画を求めない実績重視型の総
合評価方式を活用（実績は過去の現場担
当者の努力を積み上げであり、不公平とは
思わない）（導入に際しては受注の偏りが生
じないよう留意してほしい）。

• 公告文における施工場所等について、地番
まで含めた詳細な条件の明示（簡易型）。

• 公告段階で詳細な工事数量を記載した見
積用資料の閲覧または提供（簡易型）。

• 簡易な施工計画で求める課題数・文字数を
限定（１課題、300字程度）（簡易型）。

• 質問に対する迅速な回答。
• 経営事項評価点数や工事実績等の提出の
省略（CORINS等のデータベースの活用）。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、低入札価格調査となった時点で辞退す
る手続を構築。
⇒ 会計法上は入札後の辞退は不可。

• 配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、 低入札調査基準価格未満の場合は自

動的に失格する仕組みを構築。
⇒ 会計法上は自動的な失格は不可。

① 手続に伴う時間・事務負担等
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発
注
者

課 題 評価結果のバラツキが生じる

• 技術提案が形骸化してしまう恐れがあることから、配点や評価方法は事務所の判断で設定。

• 事務所間の評価結果のバラツキを小さくするため、整備局等が設置した総合評価審査小委員会で評価方法の方向
性を提示。

• 過去の評価結果のデータベース化及びその活用。

• 案件ごとの評価結果のバラツキを小さくし、加算点に見合った技術提案を求める観点から、相対評価ではなく、絶対
評価を採用。

受
注
者

土工協
加盟企業

• 評価結果のバラツキは発注者が工事特性に応じて判断した結果と認識。

• 発注者の意図を的確に把握するため、現場説明会等の機会を活用。

全建地方協会

・加盟企業
• 土木や建築等の分野に係わらず工事成績評定点の平均点を算出・評価しているため、分野別の評価が必要。

発
注
者

課 題 評価結果のバラツキが生じる

• 技術提案が形骸化してしまう恐れがあることから、配点や評価方法は事務所の判断で設定。

• 事務所間の評価結果のバラツキを小さくするため、整備局等が設置した総合評価審査小委員会で評価方法の方向
性を提示。

• 過去の評価結果のデータベース化及びその活用。

• 案件ごとの評価結果のバラツキを小さくし、加算点に見合った技術提案を求める観点から、相対評価ではなく、絶対
評価を採用。

受
注
者

土工協
加盟企業

• 評価結果のバラツキは発注者が工事特性に応じて判断した結果と認識。

• 発注者の意図を的確に把握するため、現場説明会等の機会を活用。

全建地方協会

・加盟企業
• 土木や建築等の分野に係わらず工事成績評定点の平均点を算出・評価しているため、分野別の評価が必要。

② 技術提案の審査・評価

２．ヒアリング調査結果の概要

• 知的財産保護の観点から、技術提案書の内容は非公開。

• 技術提案が形骸化してしまう恐れがあることから、技術提案内容とその結果の公表には慎重。

• 一部の整備局等では、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否を通知。

発
注
者

課 題 評価結果を具体的に公表（個別通知）して欲しい

受
注
者

土工協
加盟企業

• 企業のノウハウに係わらない一般的な技術提案内容であれば、開示しても問題なし。

• 評価結果の公表・通知は、自社の技術力の研鑽の観点からも必要（採否だけでなく優劣の開示も要望）。

• 一部の整備局等のように、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否通知を要望（入
札前辞退の判断にも活用）。

全建地方協会

・加盟企業

• 公表を前提とした簡易な施工計画の提出と、契約後の公表（簡易な施工計画であれば知的財産権に関する事項は
含まれないと想定されるため）。
⇒ 公表を前提とするため、自由な提案を阻害する恐れ。

• 提案が履行できなかった場合とそのペナルティの公表。

• 一部の整備局等のように、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否通知を要望。

• 知的財産保護の観点から、技術提案書の内容は非公開。

• 技術提案が形骸化してしまう恐れがあることから、技術提案内容とその結果の公表には慎重。

• 一部の整備局等では、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否を通知。

発
注
者

課 題 評価結果を具体的に公表（個別通知）して欲しい

受
注
者

土工協
加盟企業

• 企業のノウハウに係わらない一般的な技術提案内容であれば、開示しても問題なし。

• 評価結果の公表・通知は、自社の技術力の研鑽の観点からも必要（採否だけでなく優劣の開示も要望）。

• 一部の整備局等のように、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否通知を要望（入
札前辞退の判断にも活用）。

全建地方協会

・加盟企業

• 公表を前提とした簡易な施工計画の提出と、契約後の公表（簡易な施工計画であれば知的財産権に関する事項は
含まれないと想定されるため）。
⇒ 公表を前提とするため、自由な提案を阻害する恐れ。

• 提案が履行できなかった場合とそのペナルティの公表。

• 一部の整備局等のように、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否通知を要望。

③ 評価結果の公表

④ 技術提案の求め方（オーバースペックへの対応）

発
注
者

課 題 今回の検討における対応案について その他の留意事項

• 技術提案課題に対するオーバースペックの具体例を明示。

• 事前の見積と入札額との乖離があり、技術提案に対する
適切な見積の提出を求める観点から、技術提案書と同時
に入札書を提出（高度技術提案型）。

受
注
者

土工協
加盟企業

• 今回の検討における対応案については概ね評価。

• 「見積りを活用する積算方式」については、予定価格に
反映された技術提案の公表。

• 発注者が過度な技術提案と判断しても、企業にとって
それほどコスト負担にならない提案もあるため、オー
バースペックの例示は必要。

• 具体的な標準案の明示（標準型）。

• 自由提案の廃止。

• 過度なコスト負担を要する技術提案の判断基準・具体例
の明示。

• 提案内容の効果を検証できない項目の廃止。

• 過度なコスト負担を要する技術提案を防止するため、配置
予定技術者ヒアリングを重視。

• 発注者の意図を確認するため、技術提案前に発注者との
対話機会の確保、あるいは現場説明会の復活。

全建地方協会

・加盟企業

• 今回の検討における対応案については概ね評価。

• 発注者が過度な技術提案と判断しても、企業にとって
それほどコスト負担にならない提案（自社保有機械の
活用等）もあるため、オーバースペックの例示は必要。

• 自社ノウハウに係る質問が可能な機会の確保（現行では
質問回答が全競争参加者に配布される）。

• オーバースペック防止の観点から、提案項目数を制限。

• 優れた技術提案を妨げる過剰なオーバースペック対策へ
の懸念。

• 過度なコスト負担を要する技術提案の具体例の明示。

発
注
者

課 題 今回の検討における対応案について その他の留意事項

• 技術提案課題に対するオーバースペックの具体例を明示。

• 事前の見積と入札額との乖離があり、技術提案に対する
適切な見積の提出を求める観点から、技術提案書と同時
に入札書を提出（高度技術提案型）。

受
注
者

土工協
加盟企業

• 今回の検討における対応案については概ね評価。

• 「見積りを活用する積算方式」については、予定価格に
反映された技術提案の公表。

• 発注者が過度な技術提案と判断しても、企業にとって
それほどコスト負担にならない提案もあるため、オー
バースペックの例示は必要。

• 具体的な標準案の明示（標準型）。

• 自由提案の廃止。

• 過度なコスト負担を要する技術提案の判断基準・具体例
の明示。

• 提案内容の効果を検証できない項目の廃止。

• 過度なコスト負担を要する技術提案を防止するため、配置
予定技術者ヒアリングを重視。

• 発注者の意図を確認するため、技術提案前に発注者との
対話機会の確保、あるいは現場説明会の復活。

全建地方協会

・加盟企業

• 今回の検討における対応案については概ね評価。

• 発注者が過度な技術提案と判断しても、企業にとって
それほどコスト負担にならない提案（自社保有機械の
活用等）もあるため、オーバースペックの例示は必要。

• 自社ノウハウに係る質問が可能な機会の確保（現行では
質問回答が全競争参加者に配布される）。

• オーバースペック防止の観点から、提案項目数を制限。

• 優れた技術提案を妨げる過剰なオーバースペック対策へ
の懸念。

• 過度なコスト負担を要する技術提案の具体例の明示。

２．ヒアリング調査結果の概要
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• 入札説明書に技術提案に要するコストを算入した入札書作
成の旨を明示。

発
注
者

課 題 費用負担の軽減 提案資料作成の費用を回収する方法がない

受
注
者

土工協
加盟企業

• 質問に対する迅速な回答と、具体的な内容の回答。

• 技術提案課題数・項目数の上限設定。

• 現地周辺の環境・地質条件の明示やデータの提供。

• 設計図面のCADデータの配布。

• 配置予定技術者ヒアリングを重視。

• 二段階選抜方式の導入。

• 自由提案の廃止。

• 全応札者の技術提案費用を還元できる仕組みの構築（高度
技術提案型）。
⇒ 技術提案作成費用の負担により、作成費用目当

ての質の悪い技術提案が増加する可能性。
⇒ 標準型では技術提案費用は問題なし。
⇒ 技術提案作成費用は営業活動経費の範囲であり、

落札時に回収。

全建地方協会

・加盟企業

• 技術提案作成費用は営業活動経費の範囲（簡易
型）。

• 受発注者間の情報共有のため現場説明会の復活。

• 配置予定技術者ヒアリングの電話での実施。

• 入札説明書に技術提案に要するコストを算入した入札書作
成の旨を明示。

発
注
者

課 題 費用負担の軽減 提案資料作成の費用を回収する方法がない

受
注
者

土工協
加盟企業

• 質問に対する迅速な回答と、具体的な内容の回答。

• 技術提案課題数・項目数の上限設定。

• 現地周辺の環境・地質条件の明示やデータの提供。

• 設計図面のCADデータの配布。

• 配置予定技術者ヒアリングを重視。

• 二段階選抜方式の導入。

• 自由提案の廃止。

• 全応札者の技術提案費用を還元できる仕組みの構築（高度
技術提案型）。
⇒ 技術提案作成費用の負担により、作成費用目当

ての質の悪い技術提案が増加する可能性。
⇒ 標準型では技術提案費用は問題なし。
⇒ 技術提案作成費用は営業活動経費の範囲であり、

落札時に回収。

全建地方協会

・加盟企業

• 技術提案作成費用は営業活動経費の範囲（簡易
型）。

• 受発注者間の情報共有のため現場説明会の復活。

• 配置予定技術者ヒアリングの電話での実施。

⑤ 技術提案の作成費用

２．ヒアリング調査結果の概要
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◆第三者からの主な意見（公共工事における総合評価方式活用検討委員会） 

 

＜これまでの総合評価方式のフォローアップについて＞ 

・発注者の視点によるフォローアップは重要である。ただし、発注者の視点だけではなく、例え

ば、環境の維持等については、現地の住民により評価されるかどうか等、外部の視点も将来的

には入れるようになることが望ましい。 

・品確法の施行に伴い総合評価方式を急速に適用拡大してきたため、現場に混乱が生じることを

懸念していた。フォローアップを継続し問題点を適宜改善してきたことで、総合評価方式の導

入が望ましい方向に進んでいるものと考えられるが、今後は導入効果の検証をより一層深めて

いくことが重要である。 

・国土交通省においても地方整備局等による運用の相違が見られるが、これは各地方整備局等が

地域特性を考慮し運用方針を検討した結果であり、その相違自体を一概に否定することはでき

ない。それぞれの発注者が、どの様な考え方に基づき運用基準を定めているかを整理すると良

いかもしれない。 

 

＜アンケート調査について＞ 

・手続きに要する時間と事務負担の増加が、総合評価方式の導入課題として挙げられているが、

導入効果が認められるのであれば、契約セクションの体制を強化するような人員配置を検討す

ることも考えられる。 

 

＜技術提案の作成に伴う負担について＞ 

・一般的に、高度な技術提案が求められる工事ほど、低価格で入札しなければ落札が困難な傾向

にあり、技術提案の作成費用が企業の大きな負担となっている。費用が企業に還元される仕組

みを構築することが必要ではないか。 

・規模の小さな工事についても、年間を通じると施工計画の作成費用が嵩み、社会的な損失は小

さくないのではないか。入札手続きの中で技術提案書を提出する企業を絞り込む必要があるの

ではないか。 

・建設業界からは、標準案に関する条件明示が不十分で、技術提案を作成しにくいという意見が

挙げられている。現場説明会を廃止したことで、競争参加者が発注者の意図を汲み取りにくく

なっているのかもしれない。透明性の確保を前提に発注者と競争参加者が対話する仕組みを検

討してみてはどうか。 

 

＜過度な技術提案の防止について＞ 

・技術提案の上限値が事前に明示された場合、提案が上限値に集中するのは当然である。技術提

案の上限値は発注者の内部だけで定めておき、評価に反映させると良いのではないか。 

・最近の傾向では、各者が満点に近い評価点を得ており技術力の差が付きにくくなっている。し

かし、無理に差を付けようとすれば過大なコスト負担を要する提案がなされ、技術ダンピング

を助長することが懸念される。 

 

＜手続きの簡素化について＞ 

・インハウスエンジニアで体制を組めないのであれば、外部の発注者支援を活用することが必要

である。インハウスのみで処理するために、設定課題数や提案項目数を減らしたのでは総合評

価方式の本質的な評価が阻害される恐れがある。 




